
４．関係法令 －石綿製品の解体・改修に係る法規等について－ 

一部

＜周

・ 汚染防止法 

 

・

・ 廃棄物処理法施行例 

・ 処理法施行規則 

・ 廃棄物処理マニュアル（暫定） 

・ ト廃棄物の取扱いに関する技術指針 

 

＜労

・ 労働安全衛生法 

・  

・ 労働安全衛生規則 

・

・ 石綿障害予防規則の施行について（平成 17 年 3 月 18 日基発第 0318003 号） 

・ するガイドラインについて（平成 17 年 3

月 31 日基発第 0331017 号） 

・ 体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容

の掲示について（平成 17 年 8 月 2日基安化発第 0802001 号） 

・ 障害予防規則 

・ じん肺法 

・  

 

＜建

建築基準法 

 

石綿製品の解体・改修に係る主な法律、政令、規則及び通達の表題を以下に示す。また、

については概要を記載する。 

 

辺環境関係＞ 

 大気

・ 大気汚染防止法施行令 

・ 大気汚染防止法施行規則 

＜廃棄物関係＞ 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 廃棄物

非飛散性アスベス

働安全衛生関係＞ 

 労働安全衛生法施行令

 石綿障害予防規則 

 屋外作業等における作業環境管理に関

 建築物等の解

 粉じん

 じん肺法施行規則

築物＞ 

・ 
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○ 労働安全衛生法関係 

 

第五十五条 ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重

度 康障 で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、

又 用し 試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合

、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。 

（ 等）

第五十七条 の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれ

のある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずる

おそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲

渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装（容器

入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器）に次に掲げ

ならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費

者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。 

 次に

  イ 名

  ロ 成

  人

  貯

  のほか、厚生労働省令で定める事項 

 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの 

２  前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲

渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載し

た文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。 

 

計画の届出等） 

 

４ 業者 の他政令で定める業種に属する事業の仕事（建設業に属する事業

あつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。）で、厚生労働省令で定めるものを

始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省

で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 

報告等） 

百条  厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行する

め必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、

械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出

＜労働安全衛生法（抄）＞ 

 

（製造等の禁止） 

  黄りんマツチ、

の健 害を  生ずる物で、政令

は使 てはならない。ただ  し、

で

 

表示  

  爆発性の物、発火性

に

るものを表示しなければ

一 掲げる事項 

称 

分 

 ハ 体に及ぼす作用 

 ニ 蔵又は取扱い上の注意 

ホ イからニまでに掲げるもの

二 

（

第八十八条  

  事 は、建設業そ

に

開

令

 

（

第

た

機
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頭を命ずることができる。 

  厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため

厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関

に対し、必要な事項を報告させることができる。 

は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は

仕事の範囲） 

２

必要があると認めるときは、

等

３  労働基準監督官

労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 

 

＜労働安全衛生規則（抄）＞ 

 

（

第九十条   

  五の二  建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の二に規定する耐火

建築物（第二百九十三条において「耐火建築物」という。）又は同法第二条第九号の三に規

定する準耐火建築物（第二百九十三条において「準耐火建築物」という。）で、石綿等(石

綿則第二条第一項第一号に規定する石綿等をいう。以下この号において同じ。)が吹き付け

られているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事 

 

（建設業に係る計画の届出） 

第九十一条  建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出を

、様式第二十一号しようとする者は による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う

あつては圧気工法作業摘要書（様式第二十一号の二仕事に係る場合に ）を添えて厚生労働

い。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、

作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要し

五  労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面 

は、法第八十八条第四項

大臣に提出しなければならな

次の書類の記載事項のうち圧気工法

ないものとする。 

  一  仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 

  二  建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面 

  三  工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面 

  四  工法の概要を示す書面又は図面 

  

  六  工程表 

２  前項の規定 の規定による届出について準用する。この場合に

務） 

おいて、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるもの

とする。 

 

＜石綿障害予防規則（抄）＞ 

 

（事業者の責

第一条 事業者は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、

作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を

講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露される労働者
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の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければなら

 

二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

一 石綿等 労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）第六条

ない。 

２ 事業者は、石綿を含有する製品の使用状況等を把握し、当該製品を計画的に石綿を含

有しない製品に代替するよう努めなければならない。

 

（定義等） 

第

よる。 

 第二十三号イに掲げる

規定する物又は令第十六条第一項物若しくは次項に 第四号、第五号若しくは第九号に掲げ

同項第十一号に掲げる物（同項第四号又は第五号に係るものに限る。）をいう。 る物若しくは

 二 特定石綿 石綿等のうち、令第六条第二十三号イに掲げる物をいう。 

 三 特定石綿等 石綿等のうち、特定石綿及び次項に規定する物をいう。 

 四 製造等禁止石綿等 石綿等のうち、特定石綿等以外の物をいう。 

２ 令第六条第二十三号ロの厚生労働省令で定める物は、特定石綿を含有する製剤その他

の物（令別表第八の二に掲げるもの及び特定石綿の含有量が重量の一パーセント以下のも

を除く。）とする。 

らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、

は工作物について石綿

て、事業者が、当該建築物又は

働安全衛生法（以下「法」とい

置を講ずるときは、この限りでない。 

画により作業を行わなければならない。 

 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 

二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法 

働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法 

の

（事前調査） 

第三条 事業者は、建築物又は工作物の解体、破砕等の作業（以下「解体等の作業」とい

う。）を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建

築物又は工作物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結

果を記録しておかなければならない。 

２ 事業者は、前項の調査を行ったにもかかわらず、当該建築物又は工作物について石綿

等の使用の有無が明

その結果を記録しておかなければならない。ただし、当該建築物又

等が吹き付けられていないことが明らかである場合におい

工作物について石綿等が使用されているものとみなして労

う。）及びこれに基づく命令に規定する措

 

（作業計画） 

第四条 事業者は、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うとき

は、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、

当該作業計

２

 一 作業の方法及び順序 

 

 三 作業を行う労

３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に

周知させなければならない。 
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（作業の届出） 

第五条 事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材（耐火

のに限る。）を行う場合における当

保温材、耐火被覆材等を除去する作業その他これに類する作業を行うときは、あらかじ

性能を有する被覆材をいう。以下同じ。）等が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の

作業（石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるも

該

め、様式第一号による届書に当該作業に係る建築物又は工作物の概要を示す図面を添えて、

なければならない。 

当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長（以下「所轄労働基準監督署長」という。）

に提出し

２ 前項の規定は、法第八十八条第四項の規定による届出をする場合にあっては、適用し

ない。 

（吹き付けられた石綿等の除去に係る措置） 

第六条 事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行

該除去を行

い。 

柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等が張

築物又は工作物の解体等の作業（石綿等の粉じんを著しく発散するおそれ

う場合において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、当

う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離しなければならな

 

（石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去に係る措置） 

第七条 事業者は、壁、

り付けられた建

があるものに限る。）を行う場合において、当該保温材、耐火被覆材等を除去する作業に労

働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者（第十四条

に規定する措置が講じられた者を除く。）が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やす

い箇所に表示しなければならない。 

２ 特定元方事業者（法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。）は、その労働者及び関

係請負人（法第十五条第一項の関係請負人をいう。以下この項において同じ。）の労働者の

作業が、前項の保温材、耐火被覆材等を除去する作業と同一の場所で行われるときは、当

該作業の開始前までに、関係請負人に当該作業の実施について通知するとともに、作業の

時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。 

 

（石綿等の使用の状況の通知） 

又は工作物の解体等の作業を行う仕事の発注者（注文者のうち、その仕事

） 

者は、石綿等の使用の有無の

いて、法及びこれ

第八条 建築物

を他の者から請け負わないで注文している者をいう。）は、当該仕事の請負人に対し、当該

仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければな

らない。 

 

（建築物の解体工事等の条件

第九条 建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事の注文

調査、建築物又は工作物の解体等の作業等の方法、費用又は工期等につ

に基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければな

らない。 
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第十条 事業者は、その労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等（次項に規定するも

のを除く。）に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労

働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い

込み等の措置を講じなければならない。 

２ 法第三十四条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用す

る廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び

労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、前項に規定する措置を講じなけれ

ばならない。 

 

（石綿等の切断等の作業に係る措置） 

げる作業（次項及び次条において「石綿等

一 石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業 

綿等が使用されて

い。 

護衣を使用させるときは、この限

でない。 

の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しな

事業者は、石綿等を製造し、又は取り扱う作業場には、関係者以外の者が立ち

ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない 

第十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲

の切断等の作業」という。）に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとし

なければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、

この限りでない。 

 

 二 石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体等の作業（石

いる建築物又は工作物の解体等の作業を含む。） 

 三 粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業 

 四 粉状の石綿等を混合する作業 

 五 前各号に掲げる作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業 

２ 事業者は、石綿等の切断等の作業を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるための

ふたのある容器を備えなければならな

 

第十四条 事業者は、石綿等の切断等の作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に

呼吸用保護具を使用させなければならない。 

２ 事業者は、石綿等の切断等の作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣

を使用させなければならない。ただし、当該労働者に保

り

３ 労働者は、事業者から前二項

ければならない。 

 

（立入禁止措置） 

第十五条 

入

 

（石綿作業主任者の選任） 

第十九条 事業者は、令第六条第二十三号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能

講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。 

 

（石綿作業主任者の職務） 
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第二十条 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 

 一 作業に従事する労働者が特定石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入し

ないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 

 二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受

 

二十七条 事業者は、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る

働者に対し、次の科目について、当該業務に関す

んの発散を抑制するための措置 

十二号。以下「安衛則」という。）第三

けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。 

 三 保護具の使用状況を監視すること。 

 

（特別の教育）

第

業務に労働者を就かせるときは、当該労

る衛生のための特別の教育を行わなければならない。 

 一 石綿の有害性 

 二 石綿等の使用状況 

 三 石綿等の粉じ

 四 保護具の使用方法 

 五 前各号に掲げるもののほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 

２ 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三

十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について

。 

取り扱う作業に労働者を従事させるときは、

眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。 

、前項の容器又は包装の見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取

等の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。 

 事業者は、石綿等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該石

しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積

喫煙等の禁止） 

等を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲

。 

 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 

必要な事項は、厚生労働大臣が定める

 

（洗浄設備） 

第三十一条 事業者は、石綿等を製造し、又は

洗

 

（容器等） 

第三十二条 事業者は、石綿等を運搬し、又は貯蔵するときは、当該石綿等の粉じんが発

散するおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。 

２ 事業者は

扱い上の注意事項を表示しなければならない。 

３ 事業者は、石綿

４

綿等の粉じんが発散

しておかなければならない。 

 

（

第三十三条 事業者は、石綿

食することを禁 

 止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない

２

（掲示） 
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第三十四条 事業者は、石綿等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、作業に

及び当該作業に従事した期間 

生じたときは、その概要及び事業者

 

従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。 

 一 石綿等を製造し、又は取り扱う作業場である旨 

 二 石綿等の人体に及ぼす作用 

 三 石綿等の取扱い上の注意事項 

 四 使用すべき保護具 

 

（作業の記録） 

第三十五条 事業者は、石綿等を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事す

る労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存す

るものとする。 

 一 労働者の氏名 

 二 従事した作業の概要

 三 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が

が講じた応急の措置の概要

 

（健康診断の実施） 

第四十条 事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務（特定石綿等を製造し、若しくは

取り扱う業務又は製造等禁止石綿等を試験研究のために製造し、若しくは使用する業務に

る。）に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六

回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならな

二 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の

限

月以内ごとに一

い。 

 一 業務の経歴の調査 

 

検査 

 三 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 

 四 胸部のエックス線直接撮影による検査 

２ 事業者は、令第二十二条第二項の業務（同項第一号の二、第一号の三若しくは第八号

に掲げる物若しくは同項第二十三号に掲げる物（同項第一号の二又は第一号の三に係るも

断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者

の他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、次の項目について医

行わなければならない。 

クス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影（石綿肺による線維増殖

ックス

十二条第二項第二十四号

のに限る。）又は第四項に規定する物に係るものに限る。）に常時従事させたことのある労

働者で、現に使用しているものに対し、六月以内ごとに一回、定期に、前項各号に掲げる

項目について医師による健康診断を行わなければならない。 

３ 事業者は、前二項の健康診

そ

師による健康診断を

 一 作業条件の調査 

 二 胸部のエッ

性の変化によるものを除く。）がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエ

線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 

４ 令第二 の厚生労働省令で定める物（同項第八号に係るものに
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限る。）は、石綿（アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この項において同じ。）を

含有する製剤その他の物 

（石綿の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。）とする。 

ら第三項までの健康診断（法第六十六条第五項

（健康診断の結果の記録） 

第四十一条 事業者は、前条第一項か ただ

働者が受けた健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」

いう。）の結果に基づき、石綿健康診断個人票（様式第二号

し書の場合において当該労

と ）を作成し、これを三十年間

らない。 

※

健康診断の結果に基づく法第六十六条の四

保存しなければな

 

（健康診断の結果についての医師からの意見聴取） 

第四十二条 石綿 の規定による医師からの意見

ころにより行わなければならない。 聴取は、次に定めると

 一 石綿健康診断が行われた日（法第六十六条第五項ただし書の場合にあっては、当該

石綿健康診断個人票に記載すること。 

知） 

三条 事業者は、第四十条第一項から第三項までの健康診断（定期のものに限る。）

、石綿健康診断結果報告書（様式第三号

労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日）から三月以内に行うこと。 

 二 聴取した医師の意見を

 

（健康診断の結果の通

第四十二条の二 事業者は、第四十条第一項から第三項までの健康診断を受けた労働者に

対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 

 

（健康診断結果報告） 

第四十

を行ったときは、遅滞なく ）を所轄労働基準監督

取り扱う作業場には、当該石綿等の粉じん

※

に就業する労働者の人数と

署長に提出しなければならない。 

 

（呼吸用保護具） 

第四十四条 事業者は、石綿等を製造し、又は

を吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなけれ

ばならない。 

 

（保護具の数等） 

第四十五条 事業者は、前条の呼吸用保護具については、同時

同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 

 

（保護具等の管理） 

第四十六条 事業者は、第十四条第一項及び第二項、第四十四条並びに第四十八条第六号に

付着した物を除去した後でなければ

規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならな

い。 

２ 事業者及び労働者は、前項の保護具等について、

作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この
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限りでない。 

 

※  

る次の科目について行う。 

３ 安衛則第八十条

第四十八条の二 石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。

 ２ 学科講習は、石綿に係

  一 健康障害及びその予防措置に関する知識 

  二 作業環境の改善方法に関する知識 

  三 保護具に関する知識 

  四 関係法令 

 から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業

働大臣が定める。 

により、生活環境の

保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。  

 

死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液

状のもの（放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。  

て「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。  

おいて「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、

感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するも

めるものをいう。  

同じ。）と、第十二条

の三第一項に規定する事業者、同条第二項に規定する運搬受託者及び同条第三項に規定

用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

の処理等の原則）  

主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労

 

 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係 

 

＜廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抄）＞ 

 

（目的）  

第一条  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、

運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすること

（定義）  

第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、

廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の

４  この法律におい

一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、

廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物  

５  この法律に

のとして政令で定

６  この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報

処理センターの使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下

する処分受託者の使

をいう。  

 

（国内

第二条の二  国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなけ

ればならない。  

－142－ 



 

（事業者の責務）  

いて適正に処

の再生利用等を行うことによりその

販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物

困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難

製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適

ければならない。  

  事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保

等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。  

事業者の処理）  

管理産業廃棄物を除く。第三項から第

五項までを除き、以下この条において同じ。）の運搬又は処分を行う場合には、政令で

廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準（当該基準において海洋を投入処

第三条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任にお

理しなければならない。  

２  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物

減量に努めるとともに、物の製造、加工、

となつた場合における処理の

にならないような

正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物と

なつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしな

３

 

（

第十二条  事業者は、自らその産業廃棄物（特別

定める産業

分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつて

は、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定

められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物

処理基準」という。）に従わなければならない。  

は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準

３ 洋汚染等

２  事業者

（以下「産業廃棄物保管基準」という。）に従い、生活環境の保全上支障のないように

これを保管しなければならない。  

  事業者（中間処理業者（発生から最終処分（埋立処分、海洋投入処分（海

及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に

処分する者をいう。以下同じ。）を含

において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物

４ 、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、

政令で定める基準に従わなければならない。  

定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、

るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。  

関する基準に従つて行う処分をいう。）又は再生をいう。以下同じ。）が終了するまで

の一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を

む。次項及び第五項並びに次条第三項から第五項までにおいて同じ。）は、その産業廃

棄物（特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物（発生から最終処分が

終了するまでの一連の処理の行程の中途

をいう。以下同じ。）を含む。次項及び第五項において同じ。）の運搬又は処分を他人

に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集

運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物

処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。  

  事業者は

５  事業者は、前二項の規

当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における

処理が適正に行われ
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６  その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定す

設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ご

ばならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事

７

８

９ 環境省令で定める

ところにより、公表するものとする。  

第七項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ

１

 

（

第 物の運搬又は処分を行う場合には、

の投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の

る産業廃棄物処理施

とに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃

棄物処理責任者を置かなけれ

業場については、この限りでない。  

  その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として

政令で定めるもの（次項において「多量排出事業者」という。）は、環境省令で定める

基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、

都道府県知事に提出しなければならない。  

  多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところに

より、都道府県知事に報告しなければならない。  

  都道府県知事は、第七項の計画及び前項の実施の状況について、

１０  環境大臣は、

らかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。  

１  第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる

事業者で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同条第十五項中「一

般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。  

事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理）  

十二条の二  事業者は、自らその特別管理産業廃棄

政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において

海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当

該特別管理産業廃棄物にあつては､そ

防止に関する法律 に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する

基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。）に従わなければならない。

  事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術

上の基準（以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。）に従い、生活環境の保全上

支障のないようにこれを保管しなければならない。  

  事業者は、その特別管理産業廃棄物（中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第五項

において同じ。）の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十

四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める

者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令

で定める者にそれぞれ委託しなければならない。  

  事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委

  

２

３

４ 託する場

５ 産業廃棄物の運搬又は処分を委託する

合には、政令で定める基準に従わなければならない。  

  事業者は、前二項の規定によりその特別管理

場合には、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の

処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなけれ

ばならない。  
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６  その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、

当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適

切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、

自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。  

  前項の特別管理産業廃棄物管理責任７ 者は、環境省令で定める資格を有する者でなけ

８

理産業廃棄物の減量その他その処理に関

９ いて、環境省令で定めるところに

１ 前項の実施の状況について、環境省令で定め

１ しようとするときは、あ

１

棄物の」

とあるのは、「その特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。  

第

ればならない。  

は、当該処分を委託された者に管

３ という。）は、当該処分を終

託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

ればならない。  

  その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業

者として政令で定めるもの（次項において「多量排出事業者」という。）は、環境省令

で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管

する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。  

  多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況につ

より、都道府県知事に報告しなければならない。  

０  都道府県知事は、第八項の計画及び

るところにより、公表するものとする。  

１  環境大臣は、第八項の環境省令を定め、又はこれを変更

らかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。  

２  第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物

を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃

 

（産業廃棄物管理票）  

十二条の三  その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者（中間処理業者を含む。）

は、その産業廃棄物（中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。）

の運搬又は処分を他人に委託する場合（環境省令で定める場合を除く。）には、環境省

令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物

の運搬を受託した者（当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつて

は、その処分を受託した者）に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬

又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄

物管理票（以下単に「管理票」という。）を交付しなけ

２  産業廃棄物の運搬を受託した者（以下「運搬受託者」という。）は、当該運搬を終

了したときは、前項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、

環境省令で定める期間内に、同項の規定により管理票を交付した者（以下「管理票交付

者」という。）に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当

該産業廃棄物について処分を委託された者があるとき

理票を回付しなければならない。  

  産業廃棄物の処分を受託した者（以下「処分受託者」

了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付さ

れた管理票に環境省令で定める事項（当該処分が最終処分である場合にあつては、当該

環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨）を記載し、環境省令で定める期間内

に、当該処分を委
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この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、

当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。  

  処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第五項の規定により当該処分に

係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの

４

送

の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、

５

写しにより確認し、

ならない。  

又はこれらの規定に規定

らない。  

  運搬受託者は、第二項前段の規定により管理票の写しを送付したとき（同項後段の

したときを除く。）は当該管理票を当該送付の日から、第三項

９

１

 

＜

（

第

付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管

理票又は第二項後段

環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送

付しなければならない。  

  管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付

を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の

かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなけれ

ばならない。  

６  管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作

成し、これを都道府県知事に提出しなければ

７  管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第二項から第四項まで又は第十二条

の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、

する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送

付を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握す

るとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければな

８

規定により管理票を回付

後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受

けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。  

  処分受託者は、第三項前段、第四項又は第十二条の五第五項の規定により管理票の

写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しな

ければならない。  

０ 前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（抄）＞ 

 

産業廃棄物）  

二条  法第二条第四項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。  

  紙くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限

る。）、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業（新聞巻取紙を使用して印刷発行を

行うものに限る。）、出版業（印刷出

一

版を行うものに限る。）、製本業及び印刷物加工

二

業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。）  

  木くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限

る。）、木材又は木製品の製造業（家具の製造業を含む。）、パルプ製造業及び輸入木

材の卸売業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。）  
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三

及びポリ塩化

五

六

七

九 除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類す

 

（

第 二条第五項

  繊維くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに

限る。）、繊維工業（衣服その他の繊維製品製造業を除く。）に係るもの

ビフェニルが染み込んだものに限る。）  

  ゴムくず  

  金属くず  

  ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの

を除く。）及び陶磁器くず  

  工作物の新築、改築又は

る不要物  

特別管理産業廃棄物）  

二条の四  法第  （ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項 の規

ヘ

 

※（

定により読み替えて適用する場合を含む。）の政令で定める産業廃棄物は、次のとおり

とする。  

五  特定有害産業廃棄物（次に掲げる廃棄物をいう。以下同じ。）  

 廃石綿等（廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿

建材除去事業（建築物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの

除去を行う事業をいう。）に係るもの（輸入されたものを除く。）、別表第三の一の項

に掲げる施設において生じたもの（輸入されたものを除く。）及び輸入されたもの（事

業活動に伴つて生じたものに限る。）であつて、飛散するおそれのあるものとして環境

省令で定めるものをいう。以下同じ。） 

産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準）  

第六条  法第十二条第一項 の規定による産業廃棄物（特別管理産業廃棄物以外のものに

限るものとし、法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分

するために処理したものを除く。以下この項（第三号イ及び第四号イを除く。）におい

  産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例に

 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬

車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車

ハ

イ

ロ 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。 

て同じ。）の収集、運搬及び処分（再生を含む。）の基準は、次のとおりとする。  

一

よるほか、次によること。  

イ

の用に供する運搬

に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。 

ロ 産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ホの規定の例によること。 

 産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号ヘ及びトの規定の例によるほか、当

該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所におけ

る一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。 

二  産業廃棄物の処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。）

又は再生に当たつては、次によること。  

 第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によること。 
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（１） 第三条第一号トの規定の例によること。 

２） 環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。 

３） 保管する産業廃棄物（当該産業廃棄物

（

（ に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と

する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあ

般廃棄物を含む。）の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当

量）を超えないようにすること。 

、

。）及びロ並びに第三号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。  

イ 次に掲げる産業廃棄物（特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃

業廃棄物（特別管理産業廃棄物であるものを除く。）の埋立

（

具又はこれらのものの一部（環境大臣が指定するものを除く。）の破砕に

むはんだが使用さ

（ 活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴム

くず」という。） 

動に伴つて生じたもの（自動車等破砕物、

（

（

ロ げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第

生じた安定型産業廃棄物の埋立処分

設備を用いて消化したものと同程度以下の

却設備を用い

 

同様の性状を有

つては、当該一

たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量（環境省令で定める場合に

あつては、環境省令で定める数

三  産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ(ルに規定する場合にあつては

（１）を除く

棄物」という。）以外の産

処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。 

１） 廃プラスチック類（自動車等破砕物（自動車（原動機付自転車を含む。）若しく

は電気機械器

伴つて生じたものをいう。以下同じ。）、廃プリント配線板（鉛を含

れているものに限る。以下同じ。）及び廃容器包装（固形状又は液状の物の容器又は包

装であつて不要物であるもの（別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、

又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれ

らの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。）をいう。以下同じ。）であ

るものを除く。） 

２） 第二条第五号に掲げる廃棄物（事業

（４） 第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活

廃ブラウン管（側面部に限る。）、廃石膏ボード及び廃容器包装であるものを除く。） 

５） 第二条第九号に掲げる廃棄物（事業活動に伴つて生じたものに限る。第七条第八

号の二において「がれき類」という。） 

６） （１）から（５）までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものと

して環境大臣が指定する産業廃棄物 

 埋立地（第三条第三号ロに掲

七条第十四号イ及びハに規定する場所を除く。）において産業廃棄物の埋立処分を行う

場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように

必要な措置（工作物の新築、改築又は除去に伴つて

を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置）を講ずること。 

ヘ 汚泥の埋立処分（水面埋立処分を除く。）を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を

用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、又は含水率八十五パーセント以下に

すること。 

ト 有機性の汚泥（公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用

いて消化したもの及び有機物の含有量が消化

ものを除く。以下同じ。）の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼

て焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
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リ 廃プラスチック類の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、

は溶融設備を用

ヌ

（ 処理したもの 

カ

ヨ

とし、

タ

により固型化すること。 

に適合しないものに限るものとし、第六条の五第一項第三号ツに規

ラ 規定により処分し、又は再生したことにより

四

イ

行うこと

（

） 

ロ

かつ､最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しく

いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。 

 ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメート

ル以下に破砕し、若しくは切断し、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分

解を行うこと。 

６） （１）から（５）までに掲げる産業廃棄物を処分するために

ワ 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。 

 特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号トの規定の例に

よること。 

 ハ（１）に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを

処分するために処理したもの（環境省令で定める基準に適合しないものに限るもの

ハ（１）に掲げるものを除く。）又はハ（３）に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分

するために処理したもの（環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ

（３）に掲げるものを除く。）の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定

める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。 

 ハ（５）に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの（環境省令で定

める基準に適合しないものに限るものとし、ハ（５）に掲げるものを除く。）の埋立処

分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境

大臣が定めるところ

レ 汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項までの下欄に掲げる物質を含むもの（環

境省令で定める基準

定するものを除く。）又は当該汚泥を処分するために処理したもの（環境省令で定める

基準に適合しないものに限る。）の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定

める基準に適合するものにすること。                     ※ 

 廃石綿等を第六条の五第一項第二号トの

生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合する

ものにすること。 

ム ハからラまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しな

いこと。 

  産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。  

 海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物（国内において生じたものに限るものとし、

特別管理産業廃棄物であるものを除く。）の船舶からの海洋投入処分に限り、

ができること。 

１） 次に掲げる汚泥（油分を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合する

ものに限る。

 (ロ) 建設工事に伴つて生じた汚泥（別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、

環境省令で定める基準に適合するものに限る。） 

 産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第三条第一号イ及びロの規定の例による

こと。 

－149－ 



五  前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認

められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。  

  ２ 法第十二条第一項 の規定による産業廃棄物（特別管理産業廃棄物以外のものであつ

て、法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために

処理したものに限る。）の収集、運搬及び処分（再生を含む。）の基準は、第三条の規

定の例による。ただし、法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物（特別管理産業廃棄物で

あるものを除く。）は、海洋投入処分を行つてはならない。  

（事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準）  

第六条の二  法第十二条第四項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。  

  産業廃棄物一 （特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。）の

二

運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託

しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。  

  産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の四第一項 の許可を受けて

輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産

業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業

廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。  

三  委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条

項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。  

 委託する産業廃棄物の種類及び数量 

 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の

イ

ロ 最終目的地の所在地 

ニ

ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、そ

の処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力 

 産業廃棄物の処分（最終処分（法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同

じ。）を除く。）を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、

最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力 

ホ その他環境省令で定める事項 

  前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期

間保存すること。  

四

した日から環境省令で定める期間保存すること。  

※第

五  第六条の十二第一号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しを

その承諾を

 

（特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準）  

六条の五  法第十二条の二第一項 の規定による特別管理産業廃棄物（法第二条第四項

第二号 に掲げる廃棄物であるもの（ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。）及び第二条の

四第六号 から第八号 までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。）の収集、

運搬及び処分（再生を含む。）の基準は、次のとおりとする。  

一号イの規定の例によるほか、次に

一  特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニ、第

四条の二第一号イからニまで並びに第六条第一項第

よること。  
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ロ 特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ホ（２）及び（３）並び

に第四条の二第一号ト（１）から（３）までの規定の例によること。 

ニ びに第四条の二第一号

特別管理産業廃棄物の数量が、

出量に

二

ト

チ

管を行つてはならないこと。 

処理施設が同時に

を含む。）の数量

分に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第三号

 

産業廃棄物の処分の場

所）であることの表示がなされている場所で行うこと。 

 

(イ

(ロ

（ 棄物の最終処分場に

四 業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。  

ハ 特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え（環境省令で定める基準

に適合するものに限る。）を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ

塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物について

は、この限りでない。 

 特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号ト並

ト（２）及び（３）の規定の例によるほか、当該保管する

環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬

七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。 

  特別管理産業廃棄物の処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号におい

て同じ。）又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに

第四条の二第一号イ（１）の規定の例によるほか、次によること。  

 廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が

生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。 

 特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。 

（１） 第三条第一号ト並びに第四条の二第一号ト（２）及び（３）の規定の例によるこ

と。 

（２） 環境省令で定める期間を超えて保

（３） 保管する特別管理産業廃棄物（当該特別管理産業廃棄物に係る

当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定

めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物

が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に

十四を乗じて得られる数量（環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量）

を超えないようにすること。 

三  特別管理産業廃棄物の埋立処

イ（（１）に限る。）、ニ及びホ並びに第四条の二第一号イ（１）の規定の例によるほ

か、次によること。 

イ 埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所（次に

掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理

ロ 廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。

(１) 大気中に飛散しないように、あらかじめ、次のいずれかの措置を講ずること。 

) 耐水性の材料で二重にこん包すること。 

) 固型化すること。 

２） 埋立処分は、最終処分場（第七条第十四号に規定する産業廃

限る。）のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこ

と。 

  特別管理産
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２  法第十二条の二第一項 の規定による特別管理産業廃棄物（法第二条第四項第二号 

に掲げる廃棄物であるもの（ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。）及び第二条の四第六

号 から第八号 までに掲げる廃棄物に限る。）の収集、運搬及び処分（再生を含む。）

の基準は、第四条の二の規定の例による。  

 

＜廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（抄）＞ 

第一条の二  令第二条の四第一号 の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。 

  ７ 令第二条の四第五号 ヘの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりと

る。  

  建築物に用いられる材料にあつて石綿を吹きつけら

す

一 れたものから石綿建材除去事業

二

去

ロ

おそれのある保温材 

ト、防じんマス

四

て

五

て

石綿が付着しているおそれのあるもの（輸入されたものを除く。）  

で

七 スク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿

の

 

により除去された当該石綿  

  建築物に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除

された次に掲げるもの  

イ 石綿保温材 

 けいそう土保温材 

ハ パーライト保温材 

ニ 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散する

三  石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシー

ク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの  

  令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつ

集められたもの（輸入されたものを除く。）  

  前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場におい

用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、

六  石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの（事業活動に伴つて生じたもの

あつて、輸入されたものに限る。）  

  廃棄された防じんマ

が付着しているおそれのあるもの（事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたも

に限る。）  

（特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準）  

第八条の八  令第六条の五第一項第一号 ハの規定による環境省令で定める基準は、次の

行つた後の運搬先が定められていること。  

を

三 された特別管理産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。  

（特別管理産業廃棄物保管基準）  

とおりとする。  

一  あらかじめ、積替えを

二  搬入された特別管理産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量

超えるものでないこと。  

  搬入
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第八条の十三  法第十二条の二第二項 の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次

とおりとする。  

  保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。  

 周囲に囲い（保管する特別管理産業廃棄物の

の

一

イ 荷重が直接当該囲いにかかる構造である

合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。）が設けられてい

に掲げる事項を表示したものであること。 

業廃棄物の種類 

理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次

さのうち最高のもの 

管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに

次に掲げる措置を講ずること。  

び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設け

上

る高さを超えないようにすること。 

いの下端（当該下

ーセントの勾配を有する面との交点（当該点が

イ）及び（ロ）に定める高さ 

イ） 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線（直接負荷部分

い場合にあつては、その下端）（以下こ

ル以内の部分の任意の点ごとに、次の（ｉ）に規定する高さ（当該保

又は（ｉｉ）に

通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線

ｉｉ） （１）に規定する高さ 

側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メー

場

ること。 

ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。 

（１） 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。 

（２） 次

（イ） 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨 

（ロ） 保管する特別管理産

（ハ） 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 

（ニ） 屋外において特別管

号ロに規定する高

二  保管の場所から特別

悪臭が発散しないように

イ 特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚

水による公共の水域及

るとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。 

ロ 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み

げられた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の（１）及び（２）

に掲げる場合に応じ、当該（１）及び（２）に定め

（１） 保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である

部分（以下この条において「直接負荷部分」という。）がない場合 当該保管の場所の任

意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲

端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面と

の交線）を通り水平面に対し上方に五十パ

二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの）までの高さ 

（２） 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の（イ）及び（ロ）に掲げる部

分に応じ、当該（

（

に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たな

の条において「基準線」という。）から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の

部分 当該二メート

管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、（ｉ）

規定する高さのうちいずれか低いもの） 

（ｉ） 地盤面から、当該点を

を通る水平面との交点までの高さ 

（

（ロ） 基準線から当該保管の場所の
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トルを超える部分内の任意の点ごとに、次の（ｉ）に規定する高さ（当該保管の場所の囲

いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、（ｉ）又は（ｉｉ）に規定する高さ

以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの）までの高さ 

その他の害虫が発生しないように

それのないように仕切りを設けること等

染性一般廃棄物とが混合してい

※

染物又はポリ塩化ビフェニル

物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高

事項等）  

のうちいずれか低いもの） 

（ｉ） 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離

二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点（当

該交点が二

（ｉｉ） （１）に規定する高さ 

ハ その他必要な措置 

三  保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ

すること。  

四  特別管理産業廃棄物に他の物が混入するお

必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感

る場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は、この限りで

ない。  

五  特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。  

イ 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚

処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚

染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために

必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染

温にさらされないために必要な措置 

ロ 特別管理産業廃棄物である廃酸又はアルカリにあつては、容器に入れ密封すること等

当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置 

ハ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該ポリ塩化

ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置 

ニ 特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあつては、梱包すること等当該廃石綿等の飛散

の防止のために必要な措置 

ホ 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当

該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置 

 

（特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載

第八条の十八  法第十二条の二第十二項 において準用する法第七条第十五項 の規定に

よる環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次

の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

運搬 １ 運搬年月日 

２ 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 

３ 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 

運搬の委託 １ 委託年月日 

２ 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 

３ 運搬先ごとの委託量 
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処分 １ 処分年月日 

２ 処分方法ごとの処分量 

３ 処分（埋立処分を除く。）後の廃棄物の持出先ごとの持出量 

処分の委託 １ 委託年月日 

２ 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 

３ 受託者ごとの委託の内容及び委託量 

 

 

（産業廃棄物管理票の交付）  

こと。  

載された事項

に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事

による通知に係る事項

者）

第八条の二十  管理票の交付は、次により行うものとする。  

一  当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。  

二  引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごと

に交付する

三  当該産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記

と相違がないことを確認の上、交付すること。  

四  中間処理業者（次号に規定する場合を除く。）にあつては、次条第一項第八号及び

第九号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理

票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。  

五  中間処理業者（当該産業廃棄物

業者である場合に限る。）にあつては、次条第一項第八号及び第十号に規定する事項につ

いて、当該産業廃棄物に係るすべての第八条の三十一第三号の規定

と相違がないことを確認の上、交付すること。  

六  交付した管理票の控えを、運搬受託者（処分受託者がある場合には、処分受託

から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。  

 

（管理票の記載事項）  

第八条の二十一  法第十二条の三第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとす 

  管理票の交付年月日及び交付番号  

六  運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又

七  産業廃棄物の荷姿  

八  当該産

定する場合を除く。）にあつては、交付又は回付された当

該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号  

十  中間処理業 係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事

一

二  氏名又は名称及び住所  

三  産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地  

四  管理票の交付を担当した者の氏名  

五  運搬又は処分を受託した者の住所  

は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地  

業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地  

九  中間処理業者（次号に規

者（当該産業廃棄物に
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業者である場 つては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又

は名称及び第八条の三十一第三号に規定する登録番号  

２  管理票

 

 

 

合に限る。）にあ

の様式は、様式第二号の六によるものとする。 
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６．石綿関達機関情報  
 

石綿関連情報について 名称 電話・ホームページアドレス等 

石綿全般について 社団法人 日本石綿協 Tel：03-5765-2381 
会 http//www.jaasc.or.jp 
 

測定関係について 社団法人  日本作業環 Tel：03-3456-0443 
境測定協会 http//www.jawe.or.jp 

廃棄物処理関係につ

いて 
財団法人  日本産業廃
棄物処理振興センター 

Tel：03-3668-6511 
http//www.jwnet.or.jp 

保護具関係について 社団法人  日本保安用 Tel：03-5804-3125 
品協会 http//www.jsaa.or.jp 

建築技術関係につい 財団法人  日本建築セ Tel：03-3434-7161 
て ンター http//www.bcj.or.jp 
事業者の方々からの

石綿ばく露防止対策、

れる石綿の定性、定量

中央労働災害防止協会 
労働衛生調査分析セン

Tel：03-3452-3068 
http://www.jisha.or.jp 

建物の建材等に含ま ター 

分析 
石綿作業にかかる安

衛生全般について 
建設業労働災害防止協

会 
Tel：03-3453-8201 
http://www.kensaibou.or.jp 全

石綿による健康被害

よる救済関係につ

いて 

独立行政法人  環境再
生保全機構 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120－389－931 
http://www.erca.go.jp に

住まいの情報につい

て 
住宅情報提供協議会 http://www.sumai-info.jp/jiji/asbest.html 

研究情報等について 独立行政法人  労働安
全衛生総合研究所 
(産業医学総合研究所) 

Tel：044-865-6111 
http://www.jniosh.go.jp 

研究情報等について 財団法人  労働科学研
究所 
 

Tel：044-977-2121 
http://www.isl.or.jp 

石綿使用についての

規則や飛散防止対策、

廃棄物処理方法等に

ついて 

環境省 http//www.env.go.jp 
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石綿関連情報について 名称 電話・ホームページアドレス 

石綿についての Q＆A 労災

いて

厚生労働省 http//www.mhlw.go.jp 、

認定事業場のリスト、健康

相談関連情報等につ  
 

企業での石綿の使用状況、

代替製品についての情報等

経済産業省 .meti.go.jp 
 

について 

http//www

建設業、運輸関連業、造

状

いて 

通省 w.milt.go.jp 船 国土交

業における石綿被害の

等につ

況

http//ww
 

学校施設等における石綿

用状況等について 
ww.mext.go.jp 使 文部科学省 http//w
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